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Ⅰ. 業務概要

２. 計画施設概要

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という）の概要は次のとおりとする。

(1) 施設名称 天王寺動物園

(2) 敷地の場所 大阪市天王寺区茶臼山町１－１０８

R7.3更新 (3) 施設の主な用途

３．適用

(1) 本仕様書に記載された事項については「□」印項目ついては「■」印がついたものを適用する。

(2) 本業務の技術者単価は「令和7年度設計業務委託等技術者単価」を採用している。

４. 設計与条件

(1) 敷地の条件

a．敷地の面積 約　 ㎡ 

b．用途地域

R2.6　防火地域・準防火地域を追加 c．防火地域

d．地域・地区等 茶臼山風致地区、都市計画公園

e. 日影規制 ■ 大阪市建築基準法施行条例

■ 大規模事前協議制度による終日日影規制

f. その他 ■ 埋蔵文化財包蔵地

R4.2近接協議追記 ■近接協議の対象（　大阪市建設局、阪神高速道路(株)　　）

(2) 施設の条件

a．施設の延べ面積(計画面積） ： 約 ㎡

b．主要構造、階数

R2.5　定型的な内容を黒字、 ５.管理技術者等

その他の例を赤字で記載 ○ 本業務の実施にあたって必要な知識を有する者として、次表の技術者を選任により配置する（自社と

直接的かつ恒常的な雇用関係にある者）とともに、発注者が求める次の資格を有することとする。

○ 配置予定技術者

業務実施体制はⅡ２(4)に移動 人数

担当技術者（電気）

担当技術者（建築）

管理技術者（総括）

配置予定技術者

④

①

②

③

設備設計一級建築士又は建築設備士

設備設計一級建築士又は建築設備士

一級建築士

一級建築士

１名

本業務に求める資格

１名

111,978.45

第2種住居専用地域

動物病院（調理場、事務室）ほか

3,000

本業務にて監督職員と調整・協議のうえ想定建物を選定する

景観計画区域等

建 設 適 地 選 定 調 査 業 務 委 託 仕 様 書

１. 業務名称 天王寺動物園新動物病院等建設適地選定調査業務委託

(土壌汚染対策法) □

準防火地域

□

□

想定施設

１名

１名

担当技術者（機械）

□形質変更時要届出区域 □

□ 伝搬障害防止区域

基本届出区域

景観配慮ゾーン

重点届出区域
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R2.5　定型的な内容を黒字、 ６.その他

その他の例を赤字で記載 ○ 業務の実施について

・ 各種検討や資料作成にあたっては、可能な限り複数案の比較検討を行うこと。

業務実施体制はⅡ２(4)に移動 ・ 施設機能を十分満足することを前提に建物の質やコスト等について十分検討を行い、施設を運用

しながらの現地建替を原則として、監督職員と協議のうえ最も合理的な最適地案を追求すること。

・ 建築基準法、消防法等の建築関係法令に適合するものであるとともに、耐震、環境、景観等の

動物園としての推奨基準及び大阪市基準との整合を図ること。

○ 調査・打合せについて

・ 各技術者は、関連する内容の打合せに原則出席すること。

・ 現地調査は、監督職員の許可を得て行うこと。

・ 調査の実施にあたっては、敷地及びその周辺の状況、インフラ関係等について、十分調査

すること。

・ 建物の配置計画に係る条件の調査及び検討を十分に行うこと。

・ 設備配管・配線等における迂回・先行ルートについても比較検討資料に反映すること。

・ 工事に係る技術的条件の調査及び検討を十分に行うこと。

○ その他

・ 監督職員と打合せのうえ、作業工程表を作成し調整すること。

・ ＰＵＢＤＩＳの登録を行うこと。

・ 現況建物を調査し、現況建物図面を作成する。

・ 本業務の遂行にあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、この仕様書に

明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。

・ 本業務の実施に関し、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、

天王寺動物園と協議を行い、決定することとする。

Ⅱ．業務仕様
あったため修正

１. 業務の内容及び範囲

(1) 建設適地選定調査業務の範囲

ａ．建設候補地における現況整理

天王寺動物園内に選定した建設候補地は数ヶ所あり、それぞれの土地状況、制約事項など

開園日・休園日毎の状況を把握し条件設定を整理する。なお、建設候補地は契約締結後に示す。

b．建設工事実施の際の資機材スペース・仮設計画を踏まえた必要敷地の条件設定

建設候補地ごとの建替手法における移転条件（全面完成、部分完成引渡など）の整理を行う。

c．法的条件をクリアするとともに、コスト管理への視野を見通した建設最適地の選定

d．最適地選定場所における建築設備計画の適合条件整理

電気設備、機械設備への課題整理、並びにインフラ整備での優位性となる条件整理。

e．防災上の安全性、ＢＣＰ対策との関連性を踏まえた条件整理

f．成果図書（報告書）の作成

最適地を選定するにあたり、候補地ごとの長所・短所を明記するなど総合評価としてまとめること。

g．その他

　本仕様書に記載されていない事項は、公共建築設計業務委託共通仕様書（令和７年４月　大阪市都市
整備局）による。
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(2) 本業務の履行に係る条件等

R2.6　実施設計の表現に合わせる a．成果図書の取扱いについて

提出されたCADデータなどは、当該工事における資料等に引用することがある。

b．写真の著作権の権利等について

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

① 写真は、天王寺動物園が行う事務並びに当園が認めた公的機関の広報に無償で使用する

ことができる。この場合において著作者名を表示しないことができる。

② 次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この

限りではない。）

R2.6　透視図の写真撮影を削除 1) 写真を公表すること。

（必要性がなさそうなので） 2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

c．資料の貸与及び返却

本業務の実施に際し、発注者は本業務の契約締結後速やかに次の資料等を受注者に貸与し、

受注者は本業務終了後と同時に返却する。

① 天王寺動物園が保有している当該施設に関する完成図書等

②その他受注者が要望し、発注者が必要と認めたもの

２. 業務の実施

(1) 一般事項

a．打合せ及び記録

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。

①業務着手時

②監督職員又は管理技術者が必要と認めた時

③その他

ｂ．打合せ場所及び実施方法

打合せ場所は、原則として天王寺動物園内（事務所内を含む）での対面型とし、持ち出ししがたい

資料等の閲覧については、当該場所を提供する。

緊急を要するなど状況に応じて、発注者・受注者の協議のうえでオンライン会議とすることができる。

(2)適用基準等

本業務実施にあたる適用基準は、国土交通省、一般社団法人公共建築協会、一般財団法人

日本建築センター、一般財団法人日本建築防災協会、大阪府並びに大阪市が定めている法令、

基準、指針、標準仕様書、建築関係に係る条例等の最新のものに適合していること。

(3)提出書類

本業務に係る提出書類については、業務委託共通仕様書（市設建築物にかかる調査等）に準じて、

監督職員が指定する様式等を契約締結時に示すので、所定の期日に応じて提出すること。

成果図書については、基本的にＡ４版（Ａ３以上の用紙は織り込みとする）とし、白黒印刷した場合でも

判別できるように作成すること。

提出部数（ＣＤ－Ｒ等の電子媒体を含む）については、監督職員の指示による。
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【職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく特記仕様書】 

特記仕様書 
 
 
（条例の遵守） 
第１条 受注者および受注者の役職員は、この契約の履行に際しては、「職員等の公正な職

務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「条例」という。）
第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 
（公益通報等の報告） 
第２条 受注者は、この契約について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたと

きは、速やかに、公益通報の内容を発注者（都市整備局総務部総務課（事業管理グルー

プ））へ報告しなければならない。 
２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第 12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を
発注者（都市整備局総務部総務課（事業管理グループ））へ報告しなければならない。 

 
（調査の協力） 
第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 
 
（公益通報に係る情報の取扱い） 
第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 
（発注者の解除権） 
第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき

又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、この契約を解除するこ

とができる。 



生成 AI 利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に

発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別

冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守す

ること。 

  

生成 AI の利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと 

• 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AI の利用を禁止する 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する 

• 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任

をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること 

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公

表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること 

 



 



金 円

金 円

金 円

消 費 税 及 び

地方消費税相当額

業 務 委 託 名 称 天王寺動物園新動物病院等建設適地選定調査業務委託

業務委託費総額

業 務 委 託 価 格



数量内訳書 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

設計業務等委託料

業務価格

　直接人件費

1   

式

　諸経費

1   

式

　技術料等経費

1   

式

　特別経費

1   

式

計

業務価格

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

設計業務等委託料

1   

式



 


